
島 根 県 報
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生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の規定により、同法による医療扶助を担当する機関を次のとおり指定した

ので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年�月��日

第�	
��号 平成��年�月��日 (�)

� �

� �

生活保護法の規定による医療扶助を担当する機関の指定 （地 域 福 祉 課） �

生活保護法の規定による指定医療機関の事業廃止の届出 （ 〃 ） �

救急病院の協力申出の撤回 （医 療 対 策 課） �

介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事 （高齢者福祉課） �

業者の指定

介護保険法の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定 （ 〃 ） �

身体障害者福祉法の規定による医師の指定 （障害者福祉課） �

障害者自立支援法の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定 （ 〃 ） �

換地計画書の縦覧（�件） （農 村 整 備 課） 


保安林予定森林 （森 林 整 備 課） �

漁業災害補償法の規定に基づく同意 （水 産 課） ��

土地収用法の規定に基づく事業の認定 （用 地 対 策 課） ��


 �

特定非営利活動法人の設立の認証申請に係る書類の縦覧 （環境生活総務課） ��

環境影響評価方法書の縦覧 （都 市 計 画 課） ��

建築士を対象とする講習の指定 （建 築 住 宅 課） ��

���
�

集合教育用運転シミュレータの賃貸借契約に係る一般競争入札の落札者等 （警 察 本 部） ��

����

島根県立古代出雲歴史博物館の供用開始日 （文 化 財 課） ��

����

政治資金規正法の規定に基づく設立の届出のあった政治団体 ��

政治資金規正法の規定に基づく異動事項の届出のあった政治団体 �

政治資金規正法の規定に基づく解散の届出のあった政治団体 ��

政治資金規正法の規定に基づく届出のあった資金管理団体 ��

政治資金規正法の規定に基づく異動事項の届出のあった資金管理団体 ��

政治資金規正法の規定に基づく指定の取消しの届出のあった資金管理団体 �
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平成��年�月��日 (火)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�の規定により、次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があった

ので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年�月�	日

島根県知事 澄 田 信 義

������
�	

次の医療機関は、救急病院等を定める省令（昭和	�年厚生省令第
号）第�条第�項に規定する救急病院に係る協力申

出が撤回されたので、同令第�条第�項の規定により告示する。

平成��年�月�	日

島根県知事 澄 田 信 義

������
�	

介護保険法（平成�年法律第��	号）第��条第�項及び第�	条第�項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者及び指

定介護予防サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第�条第�号及び第���条の�第�号の規定により告示す

る。

平成��年�月�	日

島根県知事 澄 田 信 義

第����号 平成��年�月�	日(�)

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 指定年月日

コクミン薬局シャミネ松江店 松江市朝日町字伊勢宮���－� 松江駅構内���号 平成�年��月��日

町立鳥上診療所 仁多郡奥出雲町大呂���番地� 平成��年�月�日

医療法人 中村整形外科 浜田市殿町��－� 平成��年�月�日

医療法人長岡整形外科医院 益田市須子町�	番��号 平成��年�月�日

菅原歯科医院 雲南市木次町新市�� 平成��年�月�日

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 廃止年月日

上田歯科医院 松江市殿町�� 平成�年��月�日

菅原歯科医院 雲南市木次町新市�� 平成�年��月�日

中村整形外科 浜田市殿町��－� 平成��年�月�日

長岡整形外科医院 益田市須子町�	番��号 平成�年��月	�日

いしみつ耳鼻咽喉科クリニック 益田市高津六丁目�	番��号 平成��年�月�日

有限会社第一薬局 浜田市黒川町���－� 平成�年��月��日

名 称 所 在 地 撤回年月日

津和野共存病院 鹿足郡津和野町森村ロ��� 平成�年��月�	日



島 根 県 報

��������	

介護保険法（平成�年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者を次のとおり指定し

たので、同法第���条の�第�号の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

�������
	

身体障害者福祉法（昭和��年法律第�	�号）第��条第�項に規定する医師を次のとおり指定したので、身体障害者福祉

法施行細則（昭和��年島根県規則第�
号）第�条の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

障害者自立支援法（平成�
年法律第���号）第��条第�項に規定する指定自立支援医療機関を次のとおり指定したの

で、同法第��条第�号の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�	�
号 平成��年�月��日 (�)

事業者の名称 指定した事業 事業所の名称 事業所の所在地
指 定
年月日

医療法人社団 水澄み会
訪問介護 ヘルパーステーション

とびの郷ゆうなぎ
浜田市治和町���－�

平成�	年
��月��日介護予防訪問介護

事 業 者 の 名 称 指定した事業 事 業 所 の 名 称 事 業 所 の 所 在 地
指 定
年月日

株式会社 松江テクノサー
ビス

介護予防訪問
介護

訪問介護事業所 すずかけ
の樹

松江市八雲台�丁目��番��号
香の木ヒルズ�－�号室

平成�	年
��月�日

医師の氏名 診療科目
従 事 す る 医 療 機 関

指定年月日
名 称 所 在 地

近光 将彦 整形外科 松江赤十字病院 松江市母衣町��� 平成�	年��月�
日

戸田 保弘 整形外科 松江赤十字病院 松江市母衣町��� 平成�	年��月�
日

足立 芳樹 神経内科
独立行政法人国立病院機
構松江病院

松江市上乃木�－�－�� 平成�	年��月�
日

指 定 自 立 支 援 医 療 機 関 自立支援医療
の種類

指定年月日
名 称 所 在 地

あおい薬局 益田市乙吉町イ	�番地�� 日興ビル�階
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成�	年��月�日



島 根 県 報第�����号 平成��年�月�	日(�)

有限会社山崎薬局 大田市大田町大田ロ－���
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月�日

訪問看護・介護ステーションすず
らん

松江市上乃木七丁目
－��
育成医療
更生医療

平成��年��月�日

法吉訪問看護ステーション 松江市西法吉町	�－� 精神通院医療 平成��年��月�日

医療法人社団正心会松北病院 松江市下東川津町���－� 精神通院医療 平成��年�月�日

まつしま脳神経内科クリニック 松江市下東川津町��－
 精神通院医療 平成��年�月�日

メディカルカウンセリングセン
ター福田クリニック

松江市学園南二丁目��番
号 精神通院医療 平成��年�月�日

玉造厚生年金病院 松江市玉湯町湯町�－�
育成医療
更生医療

平成��年�月�日

いしいクリニック 松江市古志原六丁目�－	� 精神通院医療 平成��年�月�日

小松クリニック 松江市黒田町	－� 精神通院医療 平成��年�月�日

太田脳神経外科クリニック 松江市砂子町���－� 精神通院医療 平成��年�月�日

西野小児科アレルギー科医院 松江市雑賀町�		－� 精神通院医療 平成��年�月�日

中村クリニック分院 松江市鹿島町佐陀本郷���� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人同仁会こなんホスピタル 松江市宍道町白石���番地� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人青葉会松江青葉病院 松江市上乃木五丁目�番�号 精神通院医療 平成��年�月�日

独立行政法人国立病院機構松江病
院

松江市上乃木五丁目�番	�号 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人仁風会八雲病院 松江市大庭町���－� 精神通院医療 平成��年�月�日

釜瀬クリニック 松江市竪町��番地 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人青葉会青葉クリニック 松江市朝日町��� あおとビル�階 精神通院医療 平成��年�月�日

佐藤内科医院 松江市天神町�� 精神通院医療 平成��年�月�日

こころの診療所細田クリニック 松江市田和山町�	� 精神通院医療 平成��年�月�日

野波診療所 松江市島根町野波���－� 更生医療 平成��年�月�日



島 根 県 報第�����号 平成��年�月�	日 (
)

いんべ杉谷内科小児科醫院 松江市東忌部町�	－�� 精神通院医療 平成��年�月�日

東部島根心身障害医療福祉セン
ター

松江市東生馬町�
－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

島根県立心と体の相談センタ－ 松江市東津田町����－� 精神通院医療 平成��年�月�日

松江腎クリニック 松江市南田町��� 更生医療 平成��年�月�日

吉岡内科医院 松江市南田町���－� 精神通院医療 平成��年�月�日

さんメンタルクリニック 松江市南田町�
番地�� あさひビル�階 精神通院医療 平成��年�月�日

松江市立病院 松江市乃白町	�－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

前之園泌尿器科内科医院 松江市乃白町薬師前�－�
育成医療
更生医療

平成��年�月�日

幡医院 松江市片原町�� 精神通院医療 平成��年�月�日

並河内科クリニック 松江市北田町番地� 更生医療 平成��年�月�日

三原歯科医院 松江市末次町
�番地
育成医療
更生医療

平成��年�月�日

医療法人社団八杉胃腸科医院 浜田市下府町��番地� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人社団清和会西川病院 浜田市港町��	－ 精神通院医療 平成��年�月�日

さわだこどもクリニック 浜田市国分町����－�	� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人 北村内科クリニック 浜田市国分町����－�
�
育成医療
更生医療

平成��年�月�日

医療法人社団ＭＯＫＯ大石内科医
院

浜田市黒川町��
番地�
育成医療
更生医療

平成��年�月�日

心療内科田中クリニック 浜田市長沢町	�
� 精神通院医療 平成��年�月�日

岡本胃腸科内科医院 浜田市長沢町

�－�� 精神通院医療 平成��年�月�日

島田病院 浜田市殿町�	－	� 精神通院医療 平成��年�月�日

出雲市駅南口クリニック 出雲市駅南町一丁目�番地 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人姫野クリニック 出雲市塩冶善行町��－�
育成医療
更生医療

平成��年�月�日



島 根 県 報第�����号 平成��年�月�	日(
)

出雲市民病院 出雲市塩冶町��	
－� 更生医療 平成��年�月�日

島根大学医学部附属病院 出雲市塩冶町��－� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人同仁会あさひクリニック 出雲市塩冶町���－ 精神通院医療 平成��年�月�日

島根県立湖陵病院 出雲市湖陵町大池��� 精神通院医療 平成��年�月�日

深田医院 出雲市高岡町�	－� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人エスポアール出雲クリ
ニック

出雲市小山町	
�－ 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人社団藤成会 藤江歯科医
院 ふじえ歯科矯正歯科クリニッ
ク

出雲市松寄下町��	
育成医療
更生医療

平成��年�月�日

秦医院 出雲市西園町		�－� 精神通院医療 平成��年�月�日

きむらこどもファミリークリニッ
ク

出雲市西新町一丁目����－� 精神通院医療 平成��年�月�日

母里医院 出雲市西平田町���番地� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人社団牧野内科医院 出雲市西平田町�
番地 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人社団自進堂 河原泌尿器
科医院

出雲市西平田町��番地 更生医療 平成��年�月�日

竹下内科医院 出雲市大津新崎町�－	� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人同仁会海星病院 出雲市大津町	
�
－� 精神通院医療 平成��年�月�日

おおつかクリニック 出雲市大塚町���－� 更生医療 平成��年�月�日

医療法人遠藤クリニック 出雲市渡橋町	��番地� 精神通院医療 平成��年�月�日

出雲市立総合医療センター 出雲市灘分町
�	 精神通院医療 平成��年�月�日

さつきクリニック 出雲市平田町����番地�� 精神通院医療 平成��年�月�日

きさ内科皮フ科クリニック 出雲市平田町�
�
 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人愛和会さとうクリニック 出雲市平田町���番地� 精神通院医療 平成��年�月�日

山尾医院 益田市あけぼの東町�の 精神通院医療 平成��年�月�日



島 根 県 報第�����号 平成��年�月�	日 (�)

松本医院 益田市横田町���－�	 精神通院医療 平成��年�月�日

岩本内科医院 益田市乙吉町イ�
�－��
育成医療
更生医療

平成��年�月�日

あんどうこどもクリニック 益田市乙吉町イ		�－�� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人正光会松ヶ丘病院 益田市高津四丁目��－�
 精神通院医療 平成��年�月�日

永瀬脳外科内科 益田市土井町�－�� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人順生会すみかわクリニッ
ク

益田市東町�－ 精神通院医療 平成��年�月�日

中村医院 益田市匹見町匹見イ�	
� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人社団弘生堂須田医院 大田市仁摩町仁万���	 精神通院医療 平成��年�月�日

大田市立病院 大田市大田町吉永����－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

医療法人恵和会石東病院 大田市大田町大田イ��
－� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人杉原医院 安来市安来町���－� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人昌林会安来第一病院 安来市安来町���－�
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

安来市立病院 安来市広瀬町広瀬��	�番地
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

安来市医師会病院 安来市伯太町安田��

番地 精神通院医療 平成��年�月�日

島根県済生会江津総合病院 江津市江津町�
��－	� 更生医療 平成��年�月�日

島根県済生会高砂病院 江津市江津町���
－�� 精神通院医療 平成��年�月�日

西部島根心身障害医療福祉セン
ター

江津市渡津町����
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

雲南市国民健康保険掛合診療所 雲南市掛合町掛合�	�� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人陶朋会平成記念病院 雲南市三刀屋町三刀屋����－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

公立雲南総合病院 雲南市大東町飯田��番地�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

永生クリニック 仁多郡奥出雲町横田�
�	番地� 精神通院医療 平成��年�月�日
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���������

土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定に基づき、県営土地改良事業に伴う荒茅地区の換地計画

第�	��
号 平成��年�月��日(�)

町立奥出雲病院 仁多郡奥出雲町三成����番地� 精神通院医療 平成��年�月�日

飯南町立飯南病院 飯石郡飯南町頓原�� 精神通院医療 平成��年�月�日

永松医院 簸川郡斐川町学頭
��－� 精神通院医療 平成��年�月�日

仁寿かわもと診療所 邑智郡川本町川本�
�－�、�
�－� 精神通院医療 平成��年�月�日

医療法人仁寿会加藤病院 邑智郡川本町川本���番地� 精神通院医療 平成��年�月�日

秦クリニック 邑智郡美郷町粕渕��
－� 精神通院医療 平成��年�月�日

邑智郡公立病院組合公立邑智病院 邑智郡邑南町中野����－�
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

大隅医院 邑智郡邑南町中野���、��� 精神通院医療 平成��年�月�日

好生堂和�医院 鹿足郡津和野町後田ロ�� 精神通院医療 平成��年�月�日

津和野共存病院 鹿足郡津和野町森村ロ��� 精神通院医療 平成��年�月�日

六日市病院 鹿足郡吉賀町六日市���番地� 精神通院医療 平成��年�月�日

松浦内科胃腸科 鹿足郡吉賀町六日市
�� 精神通院医療 平成��年�月�日

隠岐広域連合立隠岐島前病院 隠岐郡西ノ島町大字美田�
�番地� 精神通院医療 平成��年�月�日

高梨医院 隠岐郡隠岐の島町栄町���番地 精神通院医療 平成��年�月�日

隠岐の島町国民健康保険五箇診療
所

隠岐郡隠岐の島町郡���－� 精神通院医療 平成��年�月�日

隠岐広域連合立隠岐病院 隠岐郡隠岐の島町城北町���番地
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

隠岐の島町国民健康保険都万診療
所

隠岐郡隠岐の島町都万�

�－� 精神通院医療 平成��年�月�日

有限会社 加藤薬局 松江市米子町��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

コクミン薬局シャミネ松江店
松江市朝日町字伊勢宮�
�－� 松江駅構
内�
号

育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日
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を定めたので、同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり縦覧に供する。

なお、当該換地計画に不服がある場合は、縦覧期間満了後��日以内に、島根県知事に対して異議申立てをすることがで

きる。

平成��年�月	
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 縦覧に供する書類の名称

換地計画書

� 縦覧の期間

平成��年�月	
日から	�日間

� 縦覧の場所

出雲市役所

��������	

土地改良法（昭和	年法律第���号）第��条の�第�項の規定に基づき、県営土地改良事業に伴う飯石南（頓原）地区

都加賀工区の換地計画を定めたので、同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり縦覧に供す

る。

なお、当該換地計画に不服がある場合は、縦覧期間満了後��日以内に、島根県知事に対して異議申立てをすることがで

きる。

平成��年�月	
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 縦覧に供する書類の名称

換地計画書

� 縦覧の期間

平成��年�月	
日から	�日間

� 縦覧の場所

飯南町役場

�������
	

次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和	�年法律第	�号）第
�条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�月	
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林予定森林の所在場所

出雲市佐田町一窪田字槙原	
��、	
��、	
��－�、	
��続�、	
��続�、
��、
���、
���から
��	まで、���、�

��、��
、��、���から���まで、���

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

第����号 平成��年�月	
日 (�)
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ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び出雲市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������	

次の加入区の漁業の区分については、漁業災害補償法（昭和��年法律第���号）第���条第�項の規定による同意があっ

たと認めたので、同条第�項において準用する同法第���条の�第	項の規定により告示する。

平成��年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義


� 加入区の名称

美保関加入区

� 加入区の区域

漁業協同組合ＪＦしまね美保関支所の地区の区域

� 漁業の区分

漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成��年島根県告示第����号）の漁業災害補償法第���条第�号に掲げ

る漁業の表
の項漁業の区分の欄の��に掲げる漁業の区分

�� 加入区の名称

島根町加入区

� 加入区の区域

漁業協同組合ＪＦしまね島根町支所の地区の区域

� 漁業の区分

漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成��年島根県告示第����号）の漁業災害補償法第���条第�号に掲げ

る漁業の表�の項漁業の区分の欄のに掲げる漁業の区分

�� 加入区の名称

平田加入区

� 加入区の区域

漁業協同組合ＪＦしまね平田支所の地区の区域

� 漁業の区分

漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成��年島根県告示第����号）の漁業災害補償法第���条第�号に掲げ

る漁業の表�の項漁業の区分の欄の
に掲げる漁業の区分

	� 加入区の名称

仁摩町加入区

� 加入区の区域

漁業協同組合ＪＦしまね仁摩支所の地区のうち、温泉津出張所を除く区域

� 漁業の区分

漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成��年島根県告示第����号）の漁業災害補償法第���条第�号に掲げ

る漁業の表��の項漁業の区分の欄の�に掲げる漁業の区分

�� 加入区の名称

浜田市加入区

� 加入区の区域

漁業協同組合ＪＦしまね浜田支所の地区のうち、江津出張所及び三隅出張所を除く区域

� 漁業の区分

第�����号 平成��年
月��日(��)
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漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成��年島根県告示第����号）の漁業災害補償法第���条第�号に掲げ

る漁業の表��の項漁業の区分の欄の��に掲げる漁業の区分

�� 加入区の名称

三隅町加入区

� 加入区の区域

漁業協同組合ＪＦしまね浜田支所の地区のうち、三隅出張所の区域

� 漁業の区分

漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成��年島根県告示第����号）の漁業災害補償法第���条第�号に掲げ

る漁業の表��の項漁業の区分の欄の�、	、
及び�に掲げる漁業の区分

�� 加入区の名称

五箇・都万加入区

� 加入区の区域

漁業協同組合ＪＦしまね西郷支所の地区のうち、五箇出張所及び都万出張所の区域

� 漁業の区分

漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成��年島根県告示第����号）の漁業災害補償法第���条第�号に掲げ

る漁業の表�の項漁業の区分の欄の	及び�に掲げる漁業の区分


� 加入区の名称

浦郷加入区

� 加入区の区域

漁業協同組合ＪＦしまね浦郷支所の地区のうち、知夫村出張所の地区を除く区域

� 漁業の区分

漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成��年島根県告示第����号）の漁業災害補償法第���条第�号に掲げ

る漁業の表��の項漁業の区分の欄の�及び�に掲げる漁業の区分

��������	

土地収用法（昭和��年法律第���号）第��条の規定に基づき事業の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 起業者の名称

出雲市

� 事業の種類

出雲市隣保館駐車場整備事業

	 起業地

� 収用の部分

島根県出雲市上塩冶町地内

� 使用の部分

なし

� 事業の認定をした理由

� 土地収用法第��条第�号の要件への適合性について

出雲市隣保館駐車場整備事業（以下「本件事業」という。）は、社会福祉法（昭和��年法律第��号）第�条第	項

第��号に掲げる「隣保事業」に該当する事業であるともに、土地収用法（以下「法」という。）第	条第��号に掲げ

る「社会福祉法による社会福祉事業」に関する事業に該当する。

第����号 平成��年�月��日 (��)
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よって、法第��条第�号の要件を充足するものと判断される。

� 法第��条第�号の要件への適合性について

本件事業の起業者である出雲市は、一般財源により財源措置を講じているので、法第��条第�号の要件を充足する

ものと判断される。

� 法第��条第�号の要件への適合性について

ア 出雲市隣保館（愛称：サンライズいずも）は、同和地区住民の生活の改善及び向上を図るため、各種の事業を総

合的に実施する施設として、また地域交流の拠点として、昭和��年に開館した。

出雲市は、「隣保館設置運営要綱」（厚生事務次官通知）の数回の改正に伴い、時代に即した隣保館の活動及び

運営を行うため、出雲市隣保館の施設面での充実を図り、数度の施設拡張を行ったところ、駐車場の狭あい化が進

んだ。その結果、現在の出雲市隣保館の駐車区画数は��台（内訳：外来者用�	台、公用車用�台）になった。

しかし、開催される各種活動・行事・研修によっては最大で
�台（うち公用車が�台）の駐車があり、その場合

は非常の措置として各種活動主催者の誘導により駐車場の通路部分に駐車させている。そのため、駐車場内での人

身・物損事故の発生が危惧されており、また、出雲市隣保館周辺に路上駐車が発生し幅員の狭い周辺道路の円滑な

交通を阻害している実態がある。駐車区画数の不足が各種活動等の主催者・参加者及び近隣住民の負担となってお

り、出雲市隣保館で行われる各種活動等の開催にあたっての制約となっている。

その上、島根県施行の都市計画道路事業�．�．�号今市古志線新設工事が実施されることになり、出雲市隣保

館の現在の駐車区画数��台のうち�	台（うち外来者用�	台）分が道路用地として買収されるため、�台（うち公用

車用�台）に減少することになった。

本件事業は、減少する駐車区画数の回復を図るとともに、現在の出雲市隣保館の利用状況に適合した規模である


�台の外来者用駐車区画を整備するものである。本件事業が完成すれば、出雲市隣保館で行われる各種活動等の開

催にあたっての制約がなくなることで、市民が出雲市隣保館を利用しやすくなり、隣保館としての機能を充分に果

たせるようになることが見込まれる。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は相当程度存すると認められる。

イ 一方、本件事業の施行により失われる利益については、起業地の選定にあたり、複数の候補地の中から社会的、

技術的及び経済的条件を比較検討した結果、それらの条件を最もよく満たすものを採用していることから、軽微な

ものであると考えられる。

ウ アで述べた得られる利益とイで述べた失われる利益とを比較衡量した結果、前者が後者に優越すると認められ

る。

よって、法第��条第�号の要件を充足するものと判断される。

� 法第��条第�号の要件への適合性について

平成��年�月に平田市、簸川郡佐田町、同多伎町、同湖陵町、同大社町と合併した出雲市が平成�年�月に策定し

た「��世紀出雲のグランドデザイン前期基本計画」の中で、隣保館における各種事業の充実を図ることとされてお

り、合併後の新出雲市において唯一の隣保館である出雲市隣保館の果たす役割はますます重要になっている。

しかし、�で述べたとおり、現在の出雲市隣保館は駐車区画数の不足により人身・物損事故の発生が危惧され、周

辺道路の円滑な交通を阻害している上、道路事業により外来用駐車区画がなくなるため、本件事業を早急に施行する

必要性が認められる。

また、本件事業に係る起業地は、施設規模及び利用目的等から勘案し、必要最小限度の範囲内であると認められ

る。

さらに、収用の範囲は、半永久的に設置される施設の用に供する起業地の範囲にとどめられていることから、収用

の手段を講じることは合理的であると認められる。

よって、土地を収用する公益上の必要があると認められるため、法第��条第�号の要件を充足するものと判断され

る。

� 結論

第����号 平成��年�月�
日(��)
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既述のとおり、本件事業は法第��条各号の要件を充足するものと判断される。

よって、本件事業について、法第��条の規定に基づき、事業の認定をするものである。

� 法第��条の�第�項の規定による図面の縦覧場所

出雲市隣保館（出雲市総務部人権同和政策課）

� �

特定非営利活動促進法（平成��年法律第�号）第��条第�項の規定に基づき特定非営利活動法人の設立の認証申請が

あったので、同条第�項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成�	年�月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成�	年�月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 どんぐり

� 代表者の氏名

泉原 省三

� 主たる事務所の所在地

島根県大田市温泉津町小浜イ��番地�

� 定款に記載された目的

この法人は、障害者自立支援事業を主とし、障害のある方が生きがいを持ち、自立した日常生活及び社会生活活動が

営めるための支援を行い、在宅障害者の福祉を推進することを目的とする。

� 縦覧に供する書類

定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書並びに設立当初の事業年度及び翌事

業年度の収支予算書

� 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間

� 縦覧場所

県政情報センター（県庁南庁舎�階）

県央地区県政情報コーナー（あすてらす�階）

環境影響評価法（平成�年法律第��号）第��条第�項の規定により読み替えて適用される同法第�条第�項の規定によ

り、環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成したので、同法第��条第�項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第�条の規定により次のとおり公告し、当該方法書を縦覧に供する。

なお、当該方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、知事対して意見書を提出することができる。

平成�	年�月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 都市計画決定権者の名称

島根県知事

� 都市計画対象事業の名称、種類及び規模

名称 一般国道�号三隅益田道路（仮称）

種類 一般国道（改築）

第����号 平成�	年�月�
日 (�
)



島 根 県 報

規模 延長 約��キロメートル

� 都市計画対象事業が実施されるべき区域

起点 島根県浜田市三隅町三隅

終点 島根県益田市遠田町

� 環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

浜田市、益田市

� 方法書の縦覧の場所、期間及び時間

縦覧場所 島根県土木部都市計画課、浜田市建設部建設企画課、浜田市三隅支所建設課及び益田市建設部都市整備課

縦覧期間 平成��年�月�	日から同年
月�	日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和�	年法律第

���号）に規定する休日は除く。）

縦覧時間 午前時	�分から午後�時まで

� 意見書の提出期間及び提出場所

提出期間 平成��年�月�	日から同年�月�日まで

提出場所 �の縦覧場所に同じ

建築士を対象とする講習の指定に関する要綱（昭和��年島根県告示第���号。以下「要綱」という。）第�条第�項の

規定により、次の建築士を対象とする講習の指定をしたので、要綱第��条第�項の規定により公表する。

平成��年�月�	日

島根県知事 澄 田 信 義

� 実施法人の名称及び住所

社団法人 島根県建築士会

松江市北田町	�番地�


 定期講習又は特別講習の別

定期講習

� 講習の名称

建築士のための指定講習会

� 対象者

建築士一般

� 講習の実施頻度、実施時期及び実施期間

� 実施頻度

年�回

� 実施時期

原則として�月から�月までの間

� 実施期間

�日間

� � � � � �

次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成�年政令

第	��号）第��条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則（平成�年島根県規則第

�	号）第�条の規定により公示する。

平成��年�月�	日

第�����号 平成��年�月�	日(��)
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島根県警察本部長 山 田 幸 孝

� 件名

集合教育用運転シミュレータ賃貸借契約

� 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

島根県警察本部警務部会計課 島根県松江市殿町�番地�

� 落札者を決定した日

平成��年��月��日

	 落札者の氏名及び住所

三菱電機クレジット株式会社 中国支店

広島県広島市中区鶴見町�番��号


 落札金額

��������円

� 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

� 特例公告を行った日

平成��年��月��日

� � � � � � �

�	
���������

島根県立古代出雲歴史博物館条例（平成��年島根県条例第��号）附則第
項の委員会が別に定める日は、平成��年�月

��日とする。

平成��年�月��日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

� � � � � � � � �

�	
�����������

政治資金規正法（昭和��年法律第���号）第�条第�項の規定に基づき設立の届出のあった政治団体は次のとおりで

あったので、同法第�条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

� 政党

� その他の政治団体

第����号 平成��年�月��日 (��)

名 称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地

自由民主党島根県益田市第四支部 中島 謙二 澄川 悟 益田市高津�－�－


自由民主党島根県雲南市・飯石郡
第一支部

上代 義郎 安井 誉 雲南市三刀屋町三刀屋����

名 称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地

はくいし恵子とともに歩む会 佐川 俊二 恩田 都温 松江市大輪町���－��



島 根 県 報

��������	
����

政治資金規正法（昭和��年法律第���号）第�条第�項の規定に基づき異動事項の届出のあった政治団体は次のとおり

であったので、同法第�条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

� 政党

� その他の政治団体

第�	
��号 平成��年�月��日(��)

はくいし恵子としまねを元気にし
ようネットワーク

白石 恵子 藤原 妙子 松江市大輪町���－��

角ともこ後援会（とまちゃんクラ
ブ）

門脇 美生 中川 博子 松江市津田町���－�

角ともこを支える会 角 智子 中川 博子 松江市津田町���－�

加藤いさむ後援会 加藤 勇 加藤 和子 八束郡東出雲町大字下意東��
�－

加藤いさむ後援会 金本 今規 角田 米生 八束郡東出雲町大字揖屋����－�

珍部よしひろ後援会 珍部 芳裕 三原 京子 出雲市塩冶町�
��番地�号

中島守後援会 大羽 秀人 中島 重秋 益田市高津町ロ－��－�

名 称 異動事項
異 動 内 容

新 旧

自由民主党宍道支部

主たる事務
所の所在地

松江市宍道町白石��� 松江市宍道町宍道����－�

代 表 者 三島 良信 奥田 正雄

会計責任者 安部 廣 小豆沢 栄治

自由民主党西ノ島町支部 会計責任者 安部 義征 仲吉 正

自由民主党大田支部
主たる事務
所の所在地

大田市大田町大田イ���－� 大田市長久町長久ロ���－�

自由民主党江津支部 会計責任者 石橋 孝義 坂本 照良

自由民主党島根県歯科医師支部 会計責任者 河原 民宜 仲佐 善昭

自由民主党島根県厚生支部

主たる事務
所の所在地

松江市玉湯町林村
�� 松江市鹿島町佐陀宮内���

代 表 者 犬山 朝利 安達 暎

自由民主党島根県第一選挙区支部 会計責任者 佐伯 和子 立脇 邦彦

名 称 異動事項
異 動 内 容

新 旧

加茂「ふくま賢造後援会」 会計責任者 原田 敏成 槙原 茂

松�ともかず後援会
代 表 者 金井 誠 松� 貞幸

会計責任者 山� 賢吾 松� 純次

多々納つよと後援会（育川会） 会計責任者 山根 康男 太田 一夫
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��������	
����

政治資金規正法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき解散の届出のあった政治団体は次のとおりで

あったので、同法第��条第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

その他の政治団体

��������	
����

政治資金規正法（昭和��年法律第���号）第��条第	項の規定に基づき届出のあった資金管理団体は次のとおりであっ

たので、同法第��条の	第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

��������	
����

政治資金規正法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき異動事項の届出のあった資金管理団体は次のと

おりであったので、同法第��条の	第�項の規定により告示する。

第�
���号 平成��年�月��日 (��)

全国社会保険推進連盟島根支部

主たる事務
所の所在地

松江市玉湯町林村��� 松江市千鳥町��

代 表 者 犬山 朝利 安達 暎

島根県森元つねお後援会 会計責任者 松原 成克 松田 隆治

細田博之後援会 会計責任者 佐伯 和子 立脇 邦彦

名 称 解散年月日

斐友会 平成��年��月��日

高木一成後援会 平成��年��月�日

増原洋一後援会 平成��年��月��日

政治を良くする女性の会 平成��年��月��日

小室広志後援会 平成��年��月�日

届出をした者
の氏名

公職の種類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

白石 恵子 島根県議会議員
はくいし恵子としまねを
元気にしようネットワー
ク

松江市大輪町���－�� 白石 恵子

加藤 勇 島根県議会議員 加藤いさむ後援会
八束郡東出雲町大字下意東����

－�
加藤 勇

角 智子 島根県議会議員 角ともこを支える会 松江市津田町��－	 角 智子

珍部 芳裕 島根県議会議員 珍部よしひろ後援会 出雲市塩冶町����番地� 珍部 芳裕

本田 恭一 斐川町長 本田恭一後援会連合会 簸川郡斐川町大字出西���－	 本田 恭一
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平成��年�月��日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

��������	
����

政治資金規正法（昭和��年法律第���号）第��条第	項の規定に基づき指定の取消しの届出のあった資金管理団体は次

のとおりであったので、同法第��条の
第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

第�����号 平成��年�月��日(��)

届出をした者
の氏名

資金管理団体の名称 異動事項
異 動 内 容

新 旧

福井 繁雄 福井繁雄後援会
主たる事務
所の所在地

鹿足郡吉賀町下高尻��－
�

鹿足郡六日市町大字下高尻
��－�

届出をした者
の氏名

公職の種類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

池田 哲夫 斐川町長 斐友会 簸川郡斐川町求院���� 池田 哲夫

田村 節美 松江市議会議員 政治を良くする女性の会 松江市上乃木�－�－�� 田村 節美


